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市
で
は
こ
れ
ま
で
、
防
災
行
政
無
線
の

整
備（
市
内
三
十
三
カ
所
）、防
災
倉
庫
の

整
備（
市
内
三
十
八
カ
所
）、耐
震
性
貯
水

槽（
市
内
小
学
校
運
動
場
地
下
等
九
カ
所
）、

非
常
用
備
蓄
食
料
品
の
充
実
、主
な
避
難

所
の
耐
震
化
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、行
財
政
改
革
に
よ
る
職
員
数
減

少
や
震
災
経
験
者
の
退
職
と
い
う
課
題
に
、

災
害
時
の
職
員
配
置
の
検
討
や
職
員
防
災

士
資
格
の
取
得
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、図
上
と
実
動
訓
練
を
併
せ

た
新
た
な
手
法
に
よ
る「
防
災
総
合
訓
練
」

の
実
施
、さ
ら
に
は「
地
域
防
災
計
画
」の

大
幅
な
改
訂
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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市
で
は
昨
年
十
月
、
市
職
員
を
中
心
に
、

警
察
・
自
衛
隊
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
機

関
・
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
協
力
を
得

て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
同
等
の
震
災

を
想
定
し
た
、新
た
な
手
法
に
よ
る「
防
災

総
合
訓
練
」を
実
施
し
ま
し
た
。

　

当
日
ま
で
訓
練
内
容
を
非
公
開
と
し
、

災
害
時
の
対
策
本
部
機
能
や
救
援
物
資
等

の
物
流
体
制
な
ど
の
検
証
、
ま
た
住
民
へ

の
初
動
対
応
や
避
難
所
開
設
訓
練
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。
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現
在
、
地
域
で
は
高
齢
化
が
進
み
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い

わ
れ
ま
す
。

　

改
め
て
、自
分
や
家
族
の
命
は
自
ら
守

る〈
自
助
〉・
地
域
に
よ
る
助
け
合
い〈
共

助
〉の
重
要
さ
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
災
害
発
生
時
の
避
難
な
ど
が

円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
、
平
時
の
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
一
層
強
化
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

あ
な
た
の
安
全
は
あ
な
た
自
身
で
守
り
、

家
族
の
安
全
は
家
族
み
ん
な
で
守
り
、
地

域
の
安
全
は
地
域
ぐ
る
み
で
守
る
た
め
の

対
策
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
す
る
こ
と
が
急

務
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

水
や
食
料
の
備
蓄
は
も
と
よ
り
、
わ
が

家
の
耐
震
診
断
・
耐
震
補
強
、
家
の
中
の

家
具
や
電
化
製
品
の
転
倒
防
止
対
策
、
ガ

ラ
ス
飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
の
張
り
付
け
な

ど
と
と
も
に
、
家
族
の
連
絡
方
法（
災
害
伝

言
ダ
イ
ヤ
ル
１
７
１
）な
ど
、一
人
で
も
で

き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
地
域
防
災
訓
練
や
自
主
防
災
会

へ
の
参
加
、
さ
ら
に
積
極
的
に
市
民
防
災

士（
＊
）の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
も
、
有

効
な
防
災
へ
の
事
前
の
備
え
と
な
り
ま
す
。

　

震
災
を
体
験
し
た
私
た
ち
の
日
ご
ろ
の

こ
う
し
た
努
力
こ
そ
が
、
将
来
を
背
負
う

子
ど
も
た
ち
に
向
け
た
、
未
来
へ
の
贈
り

物
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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　市民の皆さんが土砂災害の危険箇所を認識し、適切な行動が取れるように、
毎年６月に情報を更新し、新聞折り込み等で配布しています。
�������	�
���������	
�����������
　気象情報や本市の防災・防犯・交通安全情
報について、事前登録いただいたかたのパソ
コンや携帯電話へメールで配信しています。
�������	
������������
　市内各地域に設置した屋外拡声子局・戸別
受信機で、緊急情報をお知らせ。放送が聞き
取りにくい場合は、上記電話で確認できます。
��������	
����������������
�����������������
　トップページの「安心安全情報」から、防災安全課のページをご覧ください。
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市
民
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
と
し

て
、
市
内
五
十
六
組
織
が
活
動
し
て
い
ま

す
。
各
組
織
は
、連
絡
協
議
会
を
年
三
回

開
催
し
、組
織
間
・
行
政
と
情
報
交
換
を
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
の
育
成
事
業
補
助
金
を
活
用

し
、
地
域
防
災
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

自
主
防
災
会
や
コ
ミ
ス
ク
等
が
主
体
と

な
り
、
災
害
時
の
住
民
初
動
対
応
や
防
災

倉
庫
資
機
材
の
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
、

訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
一
地
域
・
一
組
織
の
み
で
な

く
、
行
政
と
の
連
携
・
協
働
を
考
慮
し
た

「
地
域
合
同
訓
練
」や「
避
難
所
運
営
訓
練
」

な
ど
、新
た
な
訓
練
が
必
要
で
す
。
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■
震
災
経
験
の
継
承
と
組
織
防
災
力
の
維
持
・
向
上
の
た
め
、

　

職
員
防
災
士
の
育
成
や
職
員
防
災
研
修
を
、
継
続
し
て

　

行
い
ま
す
。

■
地
域
・
市
民
へ
の
情
報
の
周
知
方
法
の
検
討
、
行
政
と

　

地
域
と
の
さ
ら
な
る
協
働
体
制
の
構
築
を
図
る
た
め
、

　

自
主
防
災
会
連
絡
協
議
会
や
広
報
紙
等
を
通
し
て
、地

　

域
・
市
民
へ
の
情
報
提
供
や
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。
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次
の
課
題
を
中
心
に
点
検
し
、
大
幅
な

改
訂
を
行
い
ま
す
。
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被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
情
報
の

不
足
・
過
多
に
対
応
し
た
、
物
資
や
人
材

等
の
需
給
予
測
を
行
い
ま
す
。
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地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
避
難
所
の
運

営
等
に
つ
い
て
、
市
民
と
協
働
し
、
役
割

分
担
の
あ
り
方
を
見
直
し
ま
す
。
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避
難
所
へ
の
円
滑
な
物
資
調
達
・
搬
送

を
確
保
す
る
た
め
、
民
間
事
業
者
の
協
力

を
得
て
、
効
率
的
な
一
元
管
理
の
構
築
を

目
指
し
ま
す
。
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●平日の昼間は水道部
へお尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）
へお尋ねください。

●夜間の修理は、右の業
者が待機しています。
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���　１月９日（日）①《第１部・式典》午前10時～②《第２
部・演技》午前11時～　���　①体育館・青少年センター

②川西運動場〈雨天中
止〉　���　①市長訓
示・表彰等、精道中学校
吹奏楽部マーチング演
奏②精道地車保存会だ
んじり 囃子 、少年消防ク

ばやし

ラブ模擬演技、救急救助
模擬演技、一斉放水
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　すべての住宅への住宅用火災警報器設置は、消防法・芦屋
市火災予防条例により本年５月31日が期限となっています。
　皆さんの生命と財産を守るためにも、まだ設置されてい
ない住宅では、お早めに取り付けてください。
�������	
�	�����������	��

���（＊就寝する部屋等に設置が必要です）
�������	
����������
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　（＊消防署や市が、直接訪問販売することはありません）
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　不審な電話があったとき、事件・
事故などの発生時は、素早く《110番》
してください。
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　緊急以外のご相談や照会などは、
《県警なんでも相談電話　♯9110》の
ご利用をお願いします。
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　昨年11月19日、芦屋建設事業協同組合から、三脚ハ
ロゲンライト１台・簡易テント２張・消火用筒先１本
を、本市へご寄贈いただきました。
　これらの防災用資機材は、新消防庁舎内の防災倉
庫に保管し、災害時等の初動対応に活用させていた
だきます。
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１月６日～28日
〈平日〉午前９時
～午後５時30分
���

ウィザスあしや
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���　１月５日・19日（水）/１月７日・14日・21日・28日（金）/
午後１時～４時　���　夫婦・家族関係、心の悩みなど
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���　１月５日・19日（水）/１月14日・28日（金）/午後１時～
４時　���　夫や親しい関係にある男性からの暴力（ＤＶ）
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�����　１月24日（月）午前10時～正午　
�����　ウィザスあしや　
�����　子育て中の親（祖父母も含む）と子ども
�����　２歳以上就学前の幼児・先着８人（１人300円）　
�����　１月４日（火）から、電話または窓口へ
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���　１月６日～２月13日（最終日は午後４時まで）　���　四季を表現した創作押し絵の世界

�������	���������	
�

���　１月18日（火）午後１時～３時　���　ミニ色紙に押し絵で「立ち雛」づくり　���　扇幸流家
元・津守幸苑氏　���　先着16人〈要予約〉　����　1,500円（材料費含む）　�����　上記へ

����������������	
���������

���　１月16日・30日・２月６日・20日・３月６日（日）午前10時30分～午後０時30分＜全５回＞　���　
有田焼の大皿に伝統的な絵付け　���　福田一義氏　���　先着16人〈要予約〉　����　５回分・
10,000円（材料費7,000円程度別）　�����　上記へ

���������������	
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���　１月29日（土）午後２時～３時30分　���　「少年」と谷崎〈少年もの〉の系譜　���　永井敦子
当館学芸員　���　先着20人〈要予約〉　����　1,000円（コーヒー付）　�����　上記へ
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����������　１月28日（金）午前10時～正午　���　隈本由紀
子氏　����　200円
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�����������　１月15日（土）午前10時～正午　���　西浜公
園西側　�����　直接会場へ
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�������	����　１月24日（月）①午後２時～２時45分②午後３時～３
時45分　���　①乳幼児②２歳～小学校低学年　�����　直接会場へ
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�������	
����������　１月17日（月）午後１時30分～
４時30分　����　150円（茶菓付き）　�����　直接会場へ
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�������	
�������　１月21日（金）午前10時～午後２時　
����　100円（茶菓付き）　�����　直接会場へ
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�������	
�����　１月18日（火）午後１時30分～３時30分　
����　300円　�����　直接会場へ
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�������	����　１月22日（土）午後１時～３時30分　����
200円（茶菓付き）　�����　直接会場へ
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�������	
��������　１月16日（日）午後１時～４時　
���　20人　�����200円（茶菓付き）　�����　直接会場へ
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��������　１月18日（火）午前
10時～正午　�����200円　�����　直接会場へ
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������　平成23年
１月10日（月・祝）午後１
時～２時15分〈同級生・恩
師との交流の場 〉/午後
２時15分～３時30分〈式
典〉　���　ルナ･ホー

ル　����平成２年４月２日～３年４月
１日生まれのかた
※案内状がなくても、ご入場いただけます。

　日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、
すべて国民年金に加入することになっていま
す。国民年金は、老後の生活を保障するだけ
でなく、病気や事故で障害が残ったときや一
家の大黒柱を失ったとき、あなたや家族が基
礎年金を受けられるよう保障されています。
　20歳の誕生月に案内状が届きます。学生の
かたの確認等も含まれていますので、同封の
『加入届』を必ずご提出ください。
　後日「年金手帳」が送られてきますが、この
手帳は生涯にわたって使用しますので、大切
に保管してください。
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